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 【書類名】      特許願

 【整理番号】     9013779   

 【提出日】      平成 2年12月14日

 【あて先】      特許庁長官殿

 【国際特許分類】   G11C 29/00       

 【発明の名称】    半導体記憶装置およびその検査方法

 【請求項の数】      2

 【発明者】

   【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中１０１５番地     

                   富士通株式会社内

   【氏名】     田口 眞男

 【特許出願人】

   【識別番号】   000005223

   【郵便番号】   211

   【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中１０１５番地

   【氏名又は名称】 富士通株式会社

   【代表者】    関澤 義

 【代理人】

   【識別番号】   100070172

   【郵便番号】   101

   【住所又は居所】 東京都千代田区岩本町３丁目４番５号第一東ビル

   【弁理士】

   【氏名又は名称】 青柳 稔

 【手数料の表示】

   【納付方法】   特許印紙

   【納付金額】        14,000円

 【提出物件の目録】

   【物件名】    明細書  1

   【物件名】    図面  1
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   【物件名】    要約書  1

   【包括委任状番号】 9001243
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 【書類名】   明細書

 【発明の名称】 半導体記憶装置およびその検査方法

 【特許請求の範囲】

   【請求項１】 複数のDRAMセルアレー（ＣＡＲ）のうち一方のアレーのビッ

 ト線（ＢＬ，ＢＬＸ）をスイッチ（ＳＷ）で選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ

 ）へ接続し、読出しを行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置におい

 て、

  テストモードでは前記スイッチの全部をオンにして、共通のセンスアンプへ複

 数のセルアレーのビット線を接続する手段を備えることを特徴とする半導体記憶

 装置。

   【請求項２】 複数のDRAMセルアレーのうち一方のアレーのビット線をスイ

 ッチで選択して共通のセンスアンプへ接続し、読出しを行なうシェアドセンスア

 ンプ構成の半導体記憶装置の検査方法において、

  テストモードでは前記スイッチの全部をオンにして、共通のセンスアンプへ複

 数のセルアレーのビット線を接続し、選択セルの負荷となるビット線の容量を複

 数倍にすることを特徴とする半導体記憶装置の検査方法。

 【発明の詳細な説明】

    【０００１】

   【産業上の利用分野】

  本発明は、半導体記憶装置の検査方法及びそれを可能にする半導体記憶装置に

 関する。

    【０００２】

  半導体記憶装置の高集積化が進むにつれ、製造したメモリチップの検査に要す

 る時間は爆発的に増大する傾向になる。この理由はビット数の増大に対してメモ

 リの動作速度はそれほど高速化されていないため、「ビット当たりの動作時間×

 ビット数×検査パターンで決まる係数÷並列同時検査ビット数」で決まる検査時

 間が増大するためである。このためチップに占める検査のコストが増大する傾向

 があり、問題になっている。

    【０００３】
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  検査で摘発、排除するのは明確に不良を示すビットであるが、これ以外にも除

 去しなければならず更に時間がかかるのは、条件によって不良になったり良にな

 ったりする、動作が不安定なビットである。これは除外する検査は、１ビット当

 たりに充分な時間をかけられない状況では極めて難しい。本発明はこのような不

 安定なビットの検出と除外を高速に行う半導体記憶装置とその検査方法に係るも

 のである。

    【０００４】

   【従来の技術】

  従来、DRAM（ダイナミックＲＡＭ）の検査において不安定ビットを検出する方

 法は、何らかの方法でメモリセルの電荷量を減少させ、これによってセルの出力

 電圧を規定の値よりも強制的に低くする方法である。強制的に低くすることで、

 セルのキャパシタ容量が何らかの異常によって少いセル、ｐｎ接合やトランジス

 タがリークしやすく電荷が早く減少してしまうセル、センスアンプが何らかの異

 常で感度を悪くしている場合に起こるエラーをより起こしやすい状況にし、通常

 の検査サイクルで、良となってしまうものを正しく不良として検出する。具体的

 にはDRAMセルのセルプレート（蓄積キャパシタの対向電極板）の電圧を書き込み

 時と読出時で異なった値にし、これによって蓄積された電荷量を変調する。

    【０００５】

  例えばデータ“１”を書き込み、あとで読み出す場合を考えると、書き込み時

 に対して読出時のセルプレート電圧を低くすれば、蓄積電荷量は見掛け上少なく

 なる。こうしてデータ“１”の出力電圧を強制的に下げることができる。具体例

 で説明すると、セルプレートの電圧ＶCP を２．５Ｖにし、ビット線電圧ＶBL を５

 Ｖにして書込みを行なうと、セル電圧ＶC ＝ＶBL－ＶCP ＝２．５Ｖ、蓄積された

 電荷Ｑはこれにセル容量Ｃを乗じたものである。かゝるセルをＶCP ＝１．５Ｖに

 して読出すとＶBL＝ＶCP＋ＶC  ＝４Ｖになり、ＶCP ＝２．５Ｖで読出す通常読出

 しのＶBL ＝５Ｖに比べて１Ｖの低下になる。

    【０００６】

  この方法により、たとえば電荷保持特性が悪いセルでは“１”レベル書き込み

 後セル内で電荷量が下がってくるが、セル出力電圧を強制的に下げることにより
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 この“１”レベルの低下を顕著にすることができ、不安定セルを不良セルとして

 検出できる。

    【０００７】

  このようにセルプレート電圧を読み出し時に下げる方法で“１”レベルの不安

 定なセルは検出できるが、“０”レベルの不安定なセルに対しては逆にセルプレ

 ート電圧を書き込み時に対して読出時に高くする必要がある。一般的にセル内の

 ｐｎ接合リークが原因の場合は“１”レベルの低下だけが起こり“０”レベルの

 変調はないので、蓄積電極とキャパシタのことだけを考えればセルプレート電圧

 を読出時に下げる方法だけ行えば良い。しかし、ビット線とワード線が短絡しか

 っているようなセルではむしろ“０”レベルの変調によって不良ビットとなる。

 つまり選択セルが“０”を保持しており、これを読み出したときにワード線とビ

 ット線が短絡していると、ビット線電圧はワード線を通じて高レベル側に引かれ

 、あたかも“１”を読んだように判定されるために不良となる。

    【０００８】

  つまり、“１”に対しても“０”に対してもセルのリーク（簡単に判別できる

 明らかな短絡故障ではなく、高抵抗を介して電流リークがある不安定動作するこ

 とを指す）のないことを保障するには、セルプレート電圧の変調を“１”に対し

 てと“０”に対しての両方、従って二度検査をしなければならない。さもなけれ

 ば、たとえばビット線とワード線の間のリークが決して起こらない安全な製造プ

 ロセスを用いなければならず、このような場合一般的にメモリセルの寸法を大き

 くしてでも製造が容易なものにしなければならず、結果的にチップ寸法が大きく

 なって製造コストが増す。もし検査を二度やれば検査コストが増す。

    【０００９】

   【発明が解決しようとする課題】

  従来の不安定動作ビット検出方法（スクリーニングと称する）では、上記のよ

 うにデータ“１”に対する不安定性（蓄積電極およびキャパシタ関係のリーク）

 とデータ“０”に対する不安定性（ビット線とワード線間のリーク）はそれぞれ

 セルの出力電圧を小さくする特殊な動作を読出と書込が交互に行われる「マーチ

 」などのデータパターンでは各サイクルごとにセルプレート電圧を変化させねば
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 ならない。ところがセルプレートの電圧変化は最小動作サイクル時間に追従する

 ほど高速には変化できない（セルプレート容量が大きいため）。このため検査時

 間が長くかかることが問題だった。

    【００１０】

  本発明はセンスアンプの付属回路の駆動法の工夫により、セルプレート電圧を

 変化させることなくデータの“０”と“１”の両方に対して同時にセル出力電圧

 を強制的に減少させ、検査が高速に行われるようにして検査時間の倍増を防ぐこ

 とを目的とするものである。

    【００１１】

   【課題を解決するための手段】

  図１は、本発明の原理図である。ここでＳＡはセンスアンプであり、ＳＷ１，

 ＳＷ２，ＳＷ３，ＳＷ４はスイッチである。ＳＷ１とＳＷ２は同時に駆動され、

 ＳＷ３とＳＷ４は同時に駆動される。スイッチの切替えにより、センスアンプＳ

 Ａはセルアレーのメモリセルがビットセンスアンプに与える、ビット線ＢＬ１，

 ＢＬ１Ｘ上の差電圧もしくはＢＬ２，ＢＬ２Ｘ上の差電圧のいずれかを増幅する

 。通常のメモリ動作では、スイッチＳＷ１，ＳＷ２がオンのときはスイッチＳＷ

 ３，ＳＷ４はオフであり、スイッチＳＷ１，ＳＷ２がオフのときはスイッチＳＷ

 ３，ＳＷ４はオンになる関係にあるため、一つのセンスアンプが二つのビット線

 組に利用できる。このためセンスアンプの数を減らすことができてチップ寸法を

 小さくできるメリットがある。これはいわゆるシェアドセンスアンプ方式である

 。本発明では、この通常動作でのスイッチ動作に対して、スクリーニングを行う

 テストモードではスイッチＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３，ＳＷ４のすべてを同時に導

 通させる。図１（ｂ）はこの様子を示す。なおセル選択は片方のセルアレーに対

 してだけである。

    【００１２】

   【作用】

  シェアドセンスアンプ方式のメモリで、センスアンプの両側のセルアレーＣＡ

 Ｒ１，ＣＡＲ２のビット線ＢＬ１とＢＬ１Ｘ，ＢＬ２とＢＬ２Ｘに対するスイッ

 チＳＷ１とＳＷ２，ＳＷ３とＳＷ４を同時にオンにすると、ビット線容量が通常
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 動作したときの２倍になり、セル出力電圧が減少する。

    【００１３】

  メモリセルの蓄積容量をＣS  、ビット線容量をＣb  、センスアンプ入力容量を

Ｃa  、とすると、通常動作時にはセルがビット線に与える出力電圧ΔＶは

  ΔＶ＝｛ＣS ／（Ｃb ＋Ｃa ＋ＣS  ）｝×（Ｖd －Ｖp ）

  で与えられる。ここでＶd  は記憶データに対応したセル内の蓄積電圧であり、

Ｖp  はビット線のプリチャージ電圧（読出時にビット線がフローティング状態に

 あるときの電圧）である。本発明のテストモードでは、シェアドセンスアンプの

 切替えスイッチをすべす導通させるためＣb  は通常動作時の倍の値になり、出力

 電圧ΔＶtestは、

    【００１４】

  ΔＶtest＝｛ＣS  ／（２Ｃb ＋Ｃa ＋ＣS  ）｝×（Ｖd －Ｖp ）

  になる。Ｃb ／ＣS  は通常Ｃレシオと呼ばれ、１０前後の値をとる。仮にここ

 でこの値を１０とし、センスアンプ容量をＣb  の２０％とすると、通常の動作で

 は、

    【００１５】

  ΔＶ＝（１／１３）×（Ｖd －Ｖp  ）＝０．０７７０×（Ｖd －Ｖp ）

 であり、テストモードでは

 ΔＶtest＝（１／２３）×（Ｖd －Ｖp  ）＝０．０４３５×（Ｖd －Ｖp ）

 となってセルの出力電圧を小さくできる。

    【００１６】

  ここで注目すべきは、上記式の中にセル内の蓄積電圧Ｖd  が入っており、セル

 内の記憶データの“０”，“１”の両方に対してセル出力電圧を減少できること

 である。これにより、実動作時に誤動作を起こす可能性が高い、出力信号が微弱

 なセルまたは感度の悪いセンスアンプを探知することができる。

    【００１７】

   【実施例】

  図２に本発明の実施例を示す。ビット線を切り換えるスイッチＳＷ１～ＳＷ４

 にＭＯＳＦＥＴを用い、そのゲート電圧をクロックＢＴで制御してスイッチ作用
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 させる。図２（ａ）はクロックＢＴ２の発生回路を示す。クロックＢＴ１の発生

 回路も同様である。図示のようにクロックＢＴ２の発生回路ＲＡＳ（ローアドレ

 スストローブ）クロック発生回路CGEN、ＤＬＹ、ナンドゲートＧ１、デコーダＤ

 ＥＣ、ナンドゲートＧ２、インバータＩ２，Ｉ３で構成される。またデコーダＤ

 ＥＣはセルアレーアドレスの各ビットＡ，Ｂ，……が入力するｎチャネルＭＯＳ

 トランジスタＱ２，Ｑ３，……、ナンドゲートＧ１の出力を受けるｐチャネルＭ

 ＯＳトランジスタＱ１、インバータＩ１、この出力を受けるｐチャネルＭＯＳト

 ランジスタＱ５を備える。また図２（ｂ）でＱa ～Ｑd  はセンスアンプを構成す

 るＭＯＳトランジスタ、SADLはセンスアンプ駆動線で、センスイネーブル用のク

 ロックφS , φS  Ｘを受けるトランジスタＱg , Ｑh  により一方は電源ＶCC へ、

 他方はグランドへ接続される。またＣＳＬはコラム選択線で、ビット線ＢＬ，Ｂ

 ＬＸをデータバスＤＢ，ＤＢＸへ接続するＭＯＳトランジスタＱe ，Ｑf  をオン

 、オフする。メモリセルはトランスファゲート用のＭＯＳトランジスタとキャパ

 シタからなる１トランジスタ１キャパシタ型で、このキャパシタはＭＯＳ型では

 なく、両電極がポリシリコンの通常タイプ（メタル、誘電体、メタルのタイプ）

 である。

     【００１８】

  通常のリード／ライトは既知の通りで、セルアレー１のメモリセルをリードす

 るなら、セルアレー１のワード線ＷＬを選択して、プリチャージしておいたビッ

 ト線へ選択セルを接続し、これでビット線ＢＬ１とＢＬ１Ｘとの間に差を付け、

 またクロックＢＴ２をＬにしてスイッチＳＷ３，ＳＷ４を開き、ビット線ＢＬ１

 ，ＢＬ１Ｘをセンスアンプへ接続しビット線ＢＬ２，ＢＬ２Ｘは切離して、上記

 差を拡大する。次いでコラム選択線ＣＳＬをＨレベルにしてトランジスタＱe ，

Ｑf  をオンにし、選択したビット線の電位をデータバスＤＢ，ＤＢＸへ伝える。

 セルアレー２側のメモリセルを読出す場合も同様で、唯、この場合はクロックＢ

 Ｔ１をＬにしてビット線ＢＬ１，ＢＬ１Ｘをセンスアンプから切離し、ビット線

 ＢＬ２，ＢＬ２Ｘをセンスアンプへ接続する。

    【００１９】

  テストモード信号ＳＴＸは通常モードではＨレベルで、従ってゲートＧ2  は開
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 いており、クロックＢＴ２はデコーダＤＥＣ出力に従う。テストモードでは信号

 ＳＴＸはＬレベルで、従ってナンドゲートＧ２の出力はデコーダＤＥＣの出力が

 何であってもＨ、従って信号ＢＴ２はＨである。クロックＢＴ１発生回路でも同

 様で、テストモードではクロックＢＴ１をＨにする。従ってセンスアンプの両側

 のスイッチＳＷ１～ＳＷ４が閉じ、ビット線長は通常の２倍になる。セル選択（

 ワード線選択）を行なうのはテストモードでも、両側のセルアレーのうちの一方

 だけである。これにより前述のようにセル記憶データが“１”でも“０”でも出

 力電圧ΔＶtestが小さくなる。

    【００２０】

  図２（ａ）の動作を詳細に説明すると、ＲＡＳ×クロックはチップ外部より与

 えられるＲＡＳバークロックによりクロック発生回路CGENが作ったチップ内クロ

 ックで、波形としてはＲＡＳバーと同じであり、常時はＨレベル、アクセル時に

 Ｌになる。ＲＡＳＸがＨで、しかもＨになってから充分時間が経過しておれば、

 遅延回路ＤＬＹの出力はＨ、従ってナンドゲートＧ１の出力はＬになる。ＲＡＳ

 ＸがＬになるとナンドゲートＧ１の出力はＨになり、そしてＲＡＳＸがＬからＨ

 に戻ると、遅延回路ＤＬＹの遅延時間τ後にナンドゲートＧ１の出力はＬに戻る

 。即ちナンドゲートＧ１の出力がＨからＬに戻るのはτだけ遅れる。これはロー

 アドレスのリセット（デコーダＤＥＣの解除）を最後に行なうためである。

    【００２１】

  ナンドゲートＧ１の出力がＬであると、ｐチャネルＭＯＳトランジスタＱ１は

 オン、インバータＩ１の入力はＨ、従って出力はＬ、ラッチ用のｐチャネルＭＯ

 ＳトランジスタＱ５はオンになる。これでデコーダはプリチャージされる。ナン

 ドゲートＧ１の出力がＨになるとＱ１はオフ、そしてアドレスによりＱ２，Ｑ３

 ，……が全てオンになると（セルアレー１が選択されると）インバータＩ１の入

 力はＬになり、出力はＨ、通常読出しではＳＴＸはＨであるからＧ２の出力はＬ

 、ＢＴ２はＬ、従ってスイッチＳＷ３，ＳＷ４をオフにする。この図２（ａ）の

 回路は、選択セルアレーの反対側のセルアレーのスイッチ（セルアレー１が選択

 セルアレーなら、スイッチＳＷ３とＳＷ４）を開く機能を持つ。

    【００２２】
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  テストモード信号ＳＴＸは、チップにテスト端子を設けて該端子に信号を与え

 たときＬレベルになるようにする、あるいは所謂WCBRモードによるテストモード

 へのエントリ、または特定のアドレスコードを用いたテストモードへのエントリ

 手段によりＬレベルになるようにする。

    【００２３】

   【発明の効果】

  以上説明したように、本発明ではテストモードでビット線容量を強制的に倍増

 させることでセル出力信号電圧を低下させているので、データの“０”にも“１

 ”にも同時に効果がある。従ってメモリセル内のキャパシタのリークによる不安

 定動作とビット線とワード線の短絡による不安定動作の検出が同時にできる。ま

 た、書込と読出サイクルのそれぞれでセルプレート電圧を変える操作が不要であ

 る。

 このためテスト時間の短縮ができる。

 【図面の簡単な説明】

   【図１】

  本発明の原理図である。

   【図２】

  本発明の実施例を示す回路図である。

   【符号の説明】

  ＣＡＲ    セルアレー

  ＢＬ，ＢＬＸ ビット線

  ＳＷ     スイッチ

  ＳＡ     センスアンプ
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 【書類名】 図面

     【図１】
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     【図２】
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 【書類名】    要約書

 【要約】

 【目的】 本発明は半導体記憶装置の検査方法及びそれを可能にする半導体記憶

 装置に関し、データの１と０の両方に対して同時にセル出力電圧を強制的に減少

 させて、検査が１回で済むようにすることを目的とする。

 【構成】 複数のDRAMセルアレーのビット線の一方をスイッチで選択して共通の

 センスアンプへ接続して読出しを行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶

 装置において、テストモードではスイッチの全部（ＳＷ１～ＳＷ４）をオンにし

 て、共通のセンスアンプＳＡへ複数のセルアレーのビット線を接続する。これで

 選択セルの負荷であるビット線の容量が複数倍になり、セル出力電圧が減少して

 、データ１，０に対する検査が１回で済む。

 【選択図】    図１
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  【書類名】       職権訂正データ

  【訂正書類】      特許願                    

 ＜認定情報・付加情報＞  

  【特許出願人】     

    【識別番号】    000005223

    【住所又は居所】  神奈川県川崎市中原区上小田中１０１５番地   

    【氏名又は名称】  富士通株式会社                

  【代理人】       申請人   

    【識別番号】    100070172

    【住所又は居所】  東京都千代田区岩本町３丁目４番５号 第一東ビル

    【氏名又は名称】  青柳 稔                   
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 【書類名】      出願審査請求書

 【提出日】      平成 9年 2月24日

 【あて先】      特許庁長官 殿

 【出願の表示】

   【出願番号】   平成 2年特許願第410668号

 【発明の名称】    半導体記憶装置およびその検査方法

 【請求項の数】      2

 【請求人】

   【出願人との関係】 本人

   【識別番号】   000005223

   【氏名又は名称】 富士通株式会社

   【代表者】    関澤 義

 【手数料の表示】

   【予納台帳番号】 011280

   【納付金額】        89,700円
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  【書類名】       職権訂正データ

  【訂正書類】      出願審査請求書                

 ＜認定情報・付加情報＞  

  【請求人】       申請人   

    【識別番号】    000005223

    【住所又は居所】  神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号  

    【氏名又は名称】  富士通株式会社                



 ［書類名］検索報告書           ［作成日］平11.05.13         
 ［特許］平02-410668(02.12.14)       ［担当者コード］0976  頁:   1/   1 

                          検索報告書                                P  1

                                                   平成１１年 ５月１１日

 ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ ５Ｌ１０６ 外注番号  ００００１                

 特許出願の番号  平成 ２年  特許願  第４１０６６８号          

                                                                        

 指導者  松尾 浩太郎     Ｌ０６２                 

 ｻｰﾁｬｰ   田巻 正彦           Ｋ８２４                 

                                                                        

     検索結果      提示文献数  ０４                   

                                                                        

 NO *文献ｶﾃｺﾞﾘｰ          提示文献             *関連する箇所  本願ｸﾚｰﾑ番号

  1  EX        特開平０３－１３７８８９号公報  C1,P3,6,F1                

  2  Y         特開昭６４－０４２１００号公報  C1,2,F1,2                 

  3  A         特開平０１－１９２０９８号公報  C1,P3                     

  4  A         特開平０３－１５４２８９号公報  C1,P3                     

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                  次頁無

                                                                        

 *文献ｶﾃｺﾞﾘｰ                                    *関連する箇所            

     X:単独で引用可能な文献                      P:ﾍﾟｰｼﾞ         M:右 欄 

     Y:組み合わせて引用可能な文献                L:行            H:左 欄 

      (組み合わせは添字を用いて                  F:図            U:上 欄 

       Y1-1、Y1-2等と表示)                       D:段落          S:下 欄 

     A:一般技術水準を示す文献                  (P3-P4、P5MU、F3等と表示) 

     E:本願出願後公知の先行技術                                          

        (EX、EY等と表示)                                                 
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                      拒絶理由通知書              

                                                                        

                                                                        

   特許出願の番号            平成 ２年  特許願  第４１０６６８号        

   起案日                    平成１１年 ６月 ３日                      

   特許庁審査官              江口 能弘                ８１２５  ５Ｌ００

   特許出願人代理人          青柳 稔                                  殿

   適用条文                  第２９条の２                                

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

  この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見  

 があれば、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出されたい。    

                                                                        

                                 理  由                                 

                                                                        

  この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許（実用新案登録

 ）出願であって、その出願後に出願公告（特許掲載公報の発行又は実用新案掲載

 公報の発行）又は出願公開がされた下記の特許（実用新案登録）出願の願書に最

 初に添付された明細書又は図面に記載された発明（考案）と同一であり、しかも

 、この出願の発明者がその出願前の特許（実用新案登録）出願に係る上記の発明

 （考案）をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上

 記特許（実用新案登録）出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２

 の規定により、特許を受けることができない。                

       記   （引用文献等については引用文献等一覧参照）      

                                    

 (１)請求項１に対して

 ・引用文献１

 (２)請求項２に対して

                                                                  続葉有

                                                                        

                部長          審査長        審査官        審査官補      

                               相田 義明     江口 能弘                  

                              ７９２５      ８１２５                    
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                               続 葉      

                                                                        

                                                                        

 ・引用文献１

  拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。 

             引 用 文 献 等 一 覧

  １．特願平１－２７５４２８号（特開平３－１３７８８９号）
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 【書類名】      意見書

 【提出日】      平成11年 8月16日

 【あて先】      特許庁審査官 江口 能弘殿

 【事件の表示】

   【出願番号】   平成 2年特許願第410668号

 【特許出願人】

   【識別番号】   000005223

   【氏名又は名称】 富士通株式会社

 【代理人】

   【識別番号】   100087147

   【弁理士】

   【氏名又は名称】 長谷川 文廣

 【発送番号】     119325

 【意見の内容】       1
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 （１）拒絶理由通知の概要

  本願発明に対する拒絶理由は、本願発明は、本願に先行して出願されかつ本願

 の出願後に出願公開されたところの、他の出願人及び他の発明者に基づく特許出

 願「特願平１－２７５４２８号（特開平３－１３７８８９号公報）」の明細書及

 び図面に記載された発明（以後、「引用出願の発明」という）と同一であるから

 、特許法第29条の２の規定により特許を受けることができない、というものです

。

 （２）本願発明について

  本願の特許請求の範囲の記載は、今回同時に提出した手続補正書により補正さ

 れました。この補正された特許請求の範囲の請求項１及び請求項２に記載の各発

 明の構成要件は次のとうりです。

  請求項１の発明の構成要件

 1A：複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）のうち一方のアレーのビット線（ＢＬ

 、ＢＬＸ）をスイッチ（ＳＷ）で選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ）へ接続し

 、データの読出し動作を行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置であ

 ること。

 1B：テストモードでは、複数のシェアドセンスアンプ構成の内の複数の前記スイ

 ッチに対して共通の信号を供給すること。

 1B' ：共通の信号を供給された前記スイッチの全部をオンにして、共通のセンス

 アンプへ複数のセルアレーのビット線を接続する手段を備えること。

  請求項２の発明の構成要件

 2A：複数のＤＲＡＭセルアレーのうち一方のアレーのビット線をスイッチで選択

 して共通のセンスアンプへ接続し、データの読出し動作を行なうシェアドセンス

 アンプ構成の半導体記憶装置の検査方法であること。

 2B：テストモードでは、複数のシェアドセンスアンプ構成の内の複数の前記スイ

 ッチに対して共通の信号を供給すること。

 2B' ：共通の信号を供給された前記スイッチの全部をオンにして、共通のセンス

 アンプへ複数のセルアレーのビット線を接続し、選択セルの負荷となるビット線

 の容量を複数倍にすること。
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 （３）引用出願の発明について

  引用出願公開公報の第３図と第６頁左上欄第６行乃至右上欄第３行の対応説明

 の記載によれば、図示のシェアドセンスアンプ１の左側には、トランスファゲー

 ト４、５を介してビット線ＢＬ1  、…が結合され、また右側にはトランスファゲ

 ート６、７を介してビット線ＢＬ2  、…が結合されています。また「マージン評

 価テストの際に活性化する選択信号ＳＬを発生するための選択信号発生回路２０

 」が設けられており、その出力の選択信号ＳＬと通常動作で用いられる制御信号

Ｓ1 、Ｓ2  とは、ワイアードＯＲの形式でトランスファゲート４～７に与えられ

 ています。マージン評価テストを行なう場合には、「図示しない入力信号に応答

 して選択信号ＳＬが活性化し」、シェアドセンスアンプ１にトランスファゲート

 ４～７を介して結合しているビット線のすべてがシェアドセンスアンプ１に対し

 て導通状態となり、マージン評価の効率が向上するとされています。

 （４）本願発明と引用出願の発明との比較

  上記した本願請求項１の構成要件1A、1B' 及び請求項２の構成要件2A、2B' に

 ついては、たしかに対応する構成の記載が引用出願のなかに存在しています。し

 かし、本願請求項１の構成要件1B及び請求項２の構成要件2Bに対応する構成につ

 いては、引用出願のなかに見出すことは出来ません。

  すなわち、本願請求項１と請求項２の構成要件1B、2Bは、テストモード時に、

 複数のシェアドセンスアンプ構成についてそれぞれの複数の前記スイッチつまり

 トランスファゲートに対して共通の信号を供給することを規定しておりますが、

 これは本願図２（ｂ）の実施例回路で説明しますと、図には１つのシェアドセン

 スアンプ構成のみしか示されていませんが、複数のビットの各シェアドセンスア

 ンプ構成に対して、それぞれのスイッチＳＷ1 、ＳＷ2 、ＳＷ3 、ＳＷ4 を開閉

 するクロック信号ＢＴ1 、ＢＴ2 が共通の制御線で与えられることが示されてい

 ます。そして図２（ａ）にはクロック信号ＢＴ2 の発生回路が示されており、ク

 ロック信号ＢＴ1 の発生回路も同様であることが、本願明細書第６頁第1 ～2 行

 に記載されています。

   一方、引用出願の第３図では、マージン評価時にトランスファゲート４～６を

 同時に開く信号ＳＬを発生する選択信号発生回路２０は、１つのシェアドセンス
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 アンプ構成に対して１つずつ設けられる構成となっており、この結果、複数のシ

 ェアドセンスアンプ構成に対しては複数の選択信号発生回路２０が必要となり、

 本願請求項１及び請求項２の発明とは明らかに構成が相違します。本願請求項１

 及び請求項２の発明では、図２（ａ）のクロック発生回路を各シェアドセンスア

 ンプ構成に対して共通化できるため、引用出願の発明に比べて回路面積を縮小で

 きる利点があります。

 （５）むすび

  したがって、本願請求項１及び請求項２の発明は、引用出願の明細書及び図面

 に記載された発明と同一ということは出来ませんので、再度ご審査下さいますよ

 うお願いします。

                               以上。
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 【書類名】   明細書

 【発明の名称】 半導体記憶装置およびその検査方法

 【特許請求の範囲】

   【請求項１】 複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）のうち一方のアレーの

 ビット線（ＢＬ、ＢＬＸ）をスイッチ（ＳＷ）で選択して共通のセンスアンプ（

 ＳＡ）へ接続し、 データの読出し動作 を行なうシェアドセンスアンプ構成の半導

 体記憶装置において、

  テストモードで は、複数のシェアドセンスアンプ構成の内の複数の前記スイッ

 チに対して共通の信号を供給して、 前記スイッチの全部をオンにして、共通のセ

 ンスアンプへ複数のセルアレーのビット線を接続する手段を備えることを特徴と

 する半導体記憶装置。

   【請求項２】 複数のＤＲＡＭセルアレーのうち一方のアレーのビット線を

 スイッチで選択して共通のセンスアンプへ接続し、 データの読出し動作 を行なう

 シェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置の検査方法において、

  テストモードで は、複数のシェアドセンスアンプ構成の内の複数の前記スイッ

 チに対して共通の信号を供給して、 前記スイッチの全部をオンにして、共通のセ

 ンスアンプへ複数のセルアレーのビット線を接続し、選択セルの負荷となるビッ

 ト線の容量を複数倍にすることを特徴とする半導体記憶装置の検査方法。

 【発明の詳細な説明】

    【０００１】

   【産業上の利用分野】

  本発明は、半導体記憶装置の検査方法及びそれを可能にする半導体記憶装置に

 関する。

    【０００２】

  半導体記憶装置の高集積化が進むにつれ、製造したメモリチップの検査に要す

 る時間は爆発的に増大する傾向になる。この理由はビット数の増大に対してメモ

 リの動作速度はそれほど高速化されていないため、「ビット当たりの動作時間×

 ビット数×検査パターンで決まる係数÷並列同時検査ビット数」で決まる検査時

 間が増大するためである。このためチップに占める検査のコストが増大する傾向
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 があり、問題になっている。

    【０００３】

  検査で摘発、排除するのは明確に不良を示すビットであるが、これ以外にも除

 去しなければならず更に時間がかかるのは、条件によって不良になったり良にな

 ったりする、動作が不安定なビットである。これを除外する検査は、１ビット当

 たりに充分な時間をかけられない状況では極めて難しい。本発明はこのような不

 安定なビットの検出と除外を高速に行う半導体記憶装置とその検査方法に係るも

 のである。

    【０００４】

   【従来の技術】

  従来、ＤＲＡＭ（ダイナミックＲＡＭ）の検査において不安定ビットを検出す

 る方法は、何らかの方法でメモリセルの電荷量を減少させ、これによってセルの

 出力電圧を規定の値よりも強制的に低くする方法である。強制的に低くすること

 で、セルのキャパシタ容量が何らかの異常によって少いセル、ｐｎ接合やトラン

 ジスタがリークしやすく電荷が早く減少してしまうセル、センスアンプが何らか

 の異常で感度を悪くしている場合に起こるエラーをより起こしやすい状況にし、

 通常の検査サイクルで、良となってしまうものを正しく不良として検出する。具

 体的にはＤＲＡＭセルのセルプレート（蓄積キャパシタの対向電極板）の電圧を

 書き込み時と読出時で異なった値にし、これによって蓄積された電荷量を変調す

 る。

    【０００５】

  例えばデータ“１”を書き込み、あとで読み出す場合を考えると、書き込み時

 に対して読出時のセルプレート電圧を低くすれば、蓄積電荷量は見掛け上少なく

 なる。こうしてデータ“１”の出力電圧を強制的に下げることができる。具体例

 で説明すると、セルプレートの電圧ＶCP を２．５Ｖにし、ビット線電圧ＶBL を５

 Ｖにして書込みを行なうと、セル電圧ＶC ＝ＶBL－ＶCP ＝２．５Ｖ、蓄積された

 電荷Ｑはこれにセル容量Ｃを乗じたものである。かかるセルをＶCP ＝１．５Ｖに

 して読出すとＶBL＝ＶCP＋ＶC  ＝４Ｖになり、ＶCP ＝２．５Ｖで読出す通常読出

 しのＶBL ＝５Ｖに比べて１Ｖの低下になる。
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    【０００６】

  この方法により、たとえば電荷保持特性が悪いセルでは“１”レベル書き込み

 後セル内で電荷量が下がってくるが、セル出力電圧を強制的に下げることにより

 この“１”レベルの低下を顕著にすることができ、不安定セルを不良セルとして

 検出できる。

    【０００７】

  このようにセルプレート電圧を読み出し時に下げる方法で“１”レベルの不安

 定なセルは検出できるが、“０”レベルの不安定なセルに対しては逆にセルプレ

 ート電圧を書き込み時に対して読出時に高くする必要がある。一般的にセル内の

 ｐｎ接合リークが原因の場合は“１”レベルの低下だけが起こり“０”レベルの

 変調はないので、蓄積電極とキャパシタのことだけを考えればセルプレート電圧

 を読出時に下げる方法だけ行えば良い。しかし、ビット線とワード線が短絡しか

 かっているようなセルではむしろ“０”レベルの変調によって不良ビットとなる

 。つまり選択セルが“０”を保持しており、これを読み出したときにワード線と

 ビット線が短絡していると、ビット線電圧はワード線を通じて高レベル側に引か

 れ、あたかも“１”を読んだように判定されるために不良となる。

    【０００８】

  つまり、“１”に対しても“０”に対してもセルのリーク（簡単に判別できる

 明らかな短絡故障ではなく、高抵抗を介して電流リークがある不安定動作するこ

 とを指す）のないことを保障するには、セルプレート電圧の変調を“１”に対し

 てと“０”に対しての両方、従って二度検査をしなければならない。さもなけれ

 ば、たとえばビット線とワード線の間のリークが決して起こらない安全な製造プ

 ロセスを用いなければならず、このような場合一般的にメモリセルの寸法を大き

 くしてでも製造が容易なものにしなければならず、結果的にチップ寸法が大きく

 なって製造コストが増す。また、もしも検査を二度やるとすれば検査コストが増

 すことになる。

    【０００９】

   【発明が解決しようとする課題】

  従来の不安定動作ビット検出方法（スクリーニングと称する）では、上記のよ
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 うにデータ“１”に対する不安定性（蓄積電極およびキャパシタ関係のリーク）

 とデータ“０”に対する不安定性（ビット線とワード線間のリーク）はそれぞれ

 セルの出力電圧を小さくする特殊な動作を読出と書込が交互に行われる「マ－チ

 」などのデータパターンでは各サイクルごとにセルプレート電圧を変化させねば

 ならない。ところがセルプレートの電圧変化は最小動作サイクル時間に追従する

 ほど高速には変化できない（セルプレート容量が大きいため）。このため検査時

 間が長くかかることが問題だった。

    【００１０】

  本発明はセンスアンプの付属回路の駆動法の工夫により、セルプレート電圧を

 変化させることなくデータの“０”と“１”の両方に対して同時にセル出力電圧

 を強制的に減少させ、検査が高速に行われるようにして検査時間の倍増を防ぐこ

 とを目的とするものである。

    【００１１】

   【課題を解決するための手段】

  上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を有する。

 （１）複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）のうち一方のアレーのビット線（Ｂ

 Ｌ、ＢＬＸ）をスイッチ（ＳＷ）で選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ）へ接続

 し、データの読出し動作を行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置に

 おいて、

  テストモードでは、複数のシェアドセンスアンプ構成の内の複数の前記スイッ

 チに対して共通の信号を供給して、前記スイッチの全部をオンにして、共通のセ

 ンスアンプへ複数のセルアレーのビット線を接続する手段を備える構成。

 （２）複数のＤＲＡＭセルアレーのうち一方のアレーのビット線をスイッチで選

 択して共通のセンスアンプへ接続し、データの読出し動作を行なうシェアドセン

 スアンプ構成の半導体記憶装置の検査方法において、

  テストモードでは、複数のシェアドセンスアンプ構成の内の複数の前記スイッ

 チに対して共通の信号を供給して、前記スイッチの全部をオンにして、共通のセ

 ンスアンプへ複数のセルアレーのビット線を接続し、選択セルの負荷となるビッ

 ト線の容量を複数倍にする構成。
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    【００１２】

  図１は、本発明の原理図である。ここでＳＡはセンスアンプであり、ＳＷ１，

 ＳＷ２，ＳＷ３，ＳＷ４はスイッチである。ＳＷ１とＳＷ２は同時に駆動され、

 ＳＷ３とＳＷ４は同時に駆動される。スイッチの切替えにより、センスアンプＳ

 Ａはセルアレーのメモリセルがビットセンスアンプに与える、ビット線ＢＬ１，

 ＢＬ１Ｘ上の差電圧もしくはＢＬ２，ＢＬ２Ｘ上の差電圧のいずれかを増幅する

 。通常のメモリ動作では、スイッチＳＷ１，ＳＷ２がオンのときはスイッチＳＷ

 ３，ＳＷ４はオフであり、スイッチＳＷ１，ＳＷ２がオフのときはスイッチＳＷ

 ３，ＳＷ４はオンになる関係にあるため、一つのセンスアンプが二つのビット線

 組に利用できる。このためセンスアンプの数を減らすことができてチップ寸法を

 小さくできるメリットがある。これはいわゆるシェアドセンスアンプ方式である

 。本発明では、この通常動作でのスイッチ動作に対して、スクリーニングを行う

 テストモードではスイッチＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３，ＳＷ４のすべてを同時に導

 通させる。図１（ｂ）はこの様子を示す。なおセル選択は片方のセルアレーに対

 してだけである。

    【００１３】

   【作用】

  シェアドセンスアンプ方式のメモリで、センスアンプの両側のセルアレーＣＡ

 Ｒ１，ＣＡＲ２のビット線ＢＬ１とＢＬ１Ｘ，ＢＬ２とＢＬ２Ｘに対するスイッ

 チＳＷ１とＳＷ２，ＳＷ３とＳＷ４を同時にオンにすると、ビット線容量が通常

 動作したときの２倍になり、セル出力電圧が減少する。

    【００１４】

  メモリセルの蓄積容量をＣS  、ビット線容量をＣb  、センスアンプ入力容量を

Ｃa  、とすると、通常動作時にはセルがビット線に与える出力電圧ΔＶは

  ΔＶ＝｛ＣS ／（Ｃb ＋Ｃa ＋ＣS  ）｝×（Ｖd －Ｖp ）

  で与えられる。ここでＶd  は記憶データに対応したセル内の蓄積電圧であり、

Ｖp  はビット線のプリチャージ電圧（読出時にビット線がフローティング状態に

 あるときの電圧）である。本発明のテストモードでは、シェアドセンスアンプの

 切替えスイッチをすべて導通させるためＣb  は通常動作時の倍の値になり、出力
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 電圧ΔＶtestは、

  ΔＶtest＝｛ＣS  ／（２Ｃb ＋Ｃa ＋ＣS  ）｝×（Ｖd －Ｖp ）

 になる。Ｃb ／ＣS  は通常Ｃレシオと呼ばれ、１０前後の値をとる。仮にここで

 この値を１０とし、センスアンプ容量をＣb  の２０％とすると、通常の動作では

、

  ΔＶ＝（１／１３）×（Ｖd －Ｖp  ）＝０．０７７０×（Ｖd －Ｖp ）

 であり、テストモードでは

  ΔＶtest＝（１／２３）×（Ｖd －Ｖp  ）＝０．０４３５×（Ｖd －Ｖp ）

 となってセルの出力電圧は小さくできる。

    【００１５】

  ここで注目すべきは、上記式の中にセル内の蓄積電圧Ｖd  が入っており、セル

 内の記憶データの“０”，“１”の両方に対してセル出力電圧を減少できること

 である。これにより、実動作時に誤動作を起こす可能性が高い、出力信号が微弱

 なセルまたは感度の悪いセンスアンプを探知することができる。

    【００１６】

   【実施例】

  図２に本発明の実施例を示す。ビット線を切り換えるスイッチＳＷ１～ＳＷ４

 にＭＯＳＦＥＴを用い、そのゲート電圧をクロックＢＴで制御してスイッチ作用

 をさせる。図２（ａ）はクロックＢＴ２の発生回路を示す。図示省略されている

 が、クロックＢＴ１の発生回路も同様である。図示のようにクロックＢＴ２の発

 生回路は、ＲＡＳ（ローアドレスストローブ）クロック発生回路ＣＧＥＮ、ＤＬ

 Ｙ、ナンドゲートＧ１、デコーダＤＥＣ、ナンドゲートＧ２、インバータＩ２、

 Ｉ３で構成される。またデコーダＤＥＣは、セルアレーアドレスの各ビットＡ，

 Ｂ，……が入力するｎチャネルＭＯＳトランジスタＱ２、Ｑ３、……、ナンドゲ

 ートＧ１の出力を受けるｐチャネルＭＯＳトランジスタＱ１、インバータＩ１、

 この出力を受けるｐチャネルＭＯＳトランジスタＱ５を備える。また図２（ｂ）

 でＱa ～Ｑd  はセンスアンプを構成するＭＯＳトランジスタ、ＳＡＤＬはセンス

 アンプ駆動線で、センスイネーブル用のクロックφS  ，φS  Ｘを受けるトランジ

 スタＱg ，Ｑh  により一方は電源Ｖcc へ、他方はグランドへ接続される。またＣ
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 ＳＬはコラム選択線で、ビット線ＢＬ，ＢＬＸをデータバスＤＢ，ＤＢＸへ接続

 するＭＯＳトランジスタＱe ，Ｑf  をオン、オフする。メモリセルはトランスフ

 ァゲート用のＭＯＳトランジスタとキャパシタからなる１トランジスタ１キャパ

 シタ型で、このキャパシタはＭＯＳ型ではなく、両電極がポリシリコンの通常タ

 イプ（メタル、誘電体、メタルのタイプ）である。

    【００１７】

  通常のリード／ライトは既知の通りで、セルアレー１のメモリセルをリードす

 るなら、セルアレー１のワード線ＷＬを選択して、プリチャージしておいたビッ

 ト線へ選択セルを接続し、これでビット線ＢＬ１とＢＬ１Ｘとの間に差を付け、

 またクロックＢＴ２をＬにしてスイッチＳＷ３，ＳＷ４を開き、ビット線ＢＬ１

 ，ＢＬ１Ｘをセンスアンプへ接続しビット線ＢＬ２，ＢＬ２Ｘは切離して、上記

 差を拡大する。次いでコラム選択線ＣＳＬをＨレベルにしてトランジスタＱe ，

Ｑf  をオンにし、選択したビット線の電位をデータバスＤＢ、ＤＢＸへ伝える。

 セルアレー２側のメモリセルを読出す場合も同様で、唯、この場合はクロックＢ

 Ｔ１をＬにしてビット線ＢＬ１，ＢＬ１Ｘをセンスアンプから切離し、ビット線

 ＢＬ２，ＢＬ２Ｘをセンスアンプへ接続する。

    【００１８】

  テストモード信号ＳＴＸは通常モードではＨレベルで、従ってゲートＧ2  は開

 いており、クロックＢＴ２はデコーダＤＥＣ出力に従う。テストモードでは信号

 ＳＴＸはＬレベルで、従ってナンドゲートＧ２の出力はデコーダＤＥＣの出力が

 何であってもＨ、従って信号ＢＴ２はＨである。図示されていないクロックＢＴ

 １発生回路でも同様で、テストモードではクロックＢＴ１をＨにする。従ってセ

 ンスアンプの両側のスイッチＳＷ１～ＳＷ４が閉じ、ビット線長は通常の２倍に

 なる。セル選択（ワード線選択）を行なうのはテストモードでも、両側のセルア

 レーのうちの一方だけである。これにより前述にようにセル記憶データが“１”

 でも“０”でも出力電圧ΔＶtestが小さくなる。

    【００１９】

  図２（ａ）の動作を詳細に説明すると、ＲＡＳＸクロックはチップ外部より与

 えられるＲＡＳバークロックによりクロック発生回路ＣＧＥＮが作ったチップ内
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 クロックで、波形としてはＲＡＳバーと同じであり、通常はＨレベル、アクセル

 時にＬになる。ＲＡＳＸがＨで、しかもＨになってから充分時間が経過していれ

 ば、遅延回路ＤＬＹの出力はＨ、従ってナンドゲートＧ１の出力はＬになる。Ｒ

 ＡＳＸがＬになるとナンドゲートＧ１の出力はＨになり、そしてＲＡＳＸがＬか

 らＨに戻ると、遅延回路ＤＬＹの遅延時間τ後にナンドゲートＧ１の出力はＬに

 戻る。即ちナンドゲートＧ１の出力がＨからＬに戻るのはτだけ遅れる。これは

 ローアドレスのリセット（デコーダＤＥＣの解除）を最後に行なうためである。

    【００２０】

  ナンドゲートＧ１の出力がＬであると、ｐチャネルＭＯＳトランジスタＱ１は

 オン、インバータＩ１の入力はＨ、従って出力はＬ、ラッチ用のｐチャネルＭＯ

 ＳトランジスタＱ５はオンになる。これでデコーダはプリチャージされる。ナン

 ドゲートＧ１の出力がＨになるとＱ１はオフ、そしてアドレスによりＱ２，Ｑ３

 ，……が全てオンになると（セルアレー１が選択されると）インバータＩ１の入

 力はＬになり、出力はＨ、通常読出しではＳＴＸはＨであるからＧ２の出力はＬ

 、ＢＴ２はＬ、従ってスイッチＳＷ３，ＳＷ４をオフにする。この図２（ａ）の

 回路は、テストモード時に選択セルアレーの反対側のセルアレーのスイッチ（セ

 ルアレー１が選択セルアレーなら、スイッチＳＷ３とＳＷ４）を開く機能を持つ

。

    【００２１】

  テストモード信号ＳＴＸは、チップにテスト端子を設けて該端子に信号を与え

 たときＬレベルになるようにする、あるいは所謂ＷＣＢＲモードによるテストモ

 ードへのエントリ、または特定のアドレスコードを用いたテストモードへのエン

 トリ手段によりＬレベルになるようにする。

    【００２２】

   【発明の効果】

  以上説明したように、本発明ではテストモードでビット線容量を強制的に倍増

 させることでセル出力信号電圧を低下させているので、データの“０”にも“１

 ”にも同時に効果がある。従ってメモリセル内のキャパシタのリークによる不安

 定動作とビット線とワード線の短絡による不安定動作の検出が同時にできる。ま
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 た、書込と読出サイクルのそれぞれでセルプレート電圧を変える操作が不要であ

 る。

    【００２３】

  このためテスト時間の短縮ができる。

 【図面の簡単な説明】

   【図１】                              

  本発明の原理図である。

   【図２】                              

  本発明の実施例を示す回路図である。

   【符号の説明】

  ＣＡＲ       セルアレー

  ＢＬ、ＢＬＸ    ビット線

  ＳＷ        スイッチ

  ＳＡ        センスアンプ
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  担当官          圷 政光         ８８４４

  作成日          平成１１年 ８月２５日

  ＜認定情報・付加情報＞

   【補正をする者】

     【識別番号】    000005223

     【住所又は居所】  神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号
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 【提出日】      平成11年 8月16日

 【あて先】      特許庁長官殿

 【事件の表示】

   【出願番号】   平成 2年特許願第410668号

 【手続をした者】

   【識別番号】   000005223

   【氏名又は名称】 富士通株式会社

 【受任した代理人】

   【識別番号】   100087147

   【弁理士】

   【氏名又は名称】 長谷川 文廣

 【提出物件の目録】

   【包括委任状番号】 9707817
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                      拒絶理由通知書              

                                                                        

                                                                        

   特許出願の番号            平成 ２年  特許願  第４１０６６８号        

   起案日                    平成１１年１２月２１日                      

   特許庁審査官              江口 能弘                ８１２５  ５Ｌ００

   特許出願人代理人          長谷川 文廣                  （外 １名）様

   適用条文                  第２９条第２項                              

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

  この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見  

 があれば、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出されたい。    

                                                                        

                                 理  由                                 

                                                                        

  この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において

 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属

 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた

 ものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができな

 い。                                  

                                    

       記   （引用文献等については引用文献等一覧参照）      

                                    

 (１)請求項１および請求項２に対して

 ・引用文献１および引用文献２

 ・備考

  引用文献１の第２頁左上欄５～８行目に「情報蓄積用キャパシタの静電容量と

 データ線の寄生容量との比ＣS／ＣO の値が小さくなるほど、メモリセルからの読

 み出し容量は小さくなってしまう。」と記載されている。

  また引用文献１の第２頁右上欄１０～１６行目に「各センスアンプ回路に供給

                                                                  続葉有

                                                                        

                部長          審査長        審査官        審査官補      

                               井上 正       江口 能弘                  

                              ８１２０      ８１２５                    
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                               続 葉      

                                                                        

                                                                        

 される切り換え用のタイミング信号φsl 及びφsr によって、いずれか一方のメモ

 リセルアレイのデータ線が対応する列のセンスアンプ回路の単位回路に接続され

 る。これにより実質的にデータ線の寄生容量を約１／２に減らして読み出し信号

 を大きくする」と記載されている。

  一方、引用文献２に記載されているように、元々、センスアンプのマージン試

 験は、悪条件下において誤動作する、換言すれば動作に余裕のない無いセンスア

 ンプを検出するための試験であるから、引用文献１において、通常動作時おいて

 は、切り換え用のタイミング信号φsl 及びφsr によって、いずれか一方のメモリ

 セルアレイのデータ線を対応する列のセンスアンプ回路の単位回路に接続するが

 、センスアンプのマージン試験時には、両方のメモリセルアレイのデータ線を対

 応する列のセンスアンプ回路の単位回路に接続することは容易に想到できたと認

 められる。そして引用文献１の第３図より、切り換え用のタイミング信号φsl及

 びφsr が列方向の複数のセンスアンプに対して共通であることは明らかである。

  拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。     

                   

             引 用 文 献 等 一 覧

  １．特開昭６２－２９３５８９号公報

  ２．特開昭６１－１２０３９４号公報
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 【提出日】      平成12年 3月13日
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 【特許出願人】

   【識別番号】   000005223

   【氏名又は名称】 富士通株式会社

 【代理人】

   【識別番号】   100087147

   【弁理士】

   【氏名又は名称】 長谷川 文廣

 【発送番号】     003515

 【意見の内容】       1

 【プルーフの要否】  要
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 （１）拒絶理由通知の概要

  平成１１年１２月２１日付け拒絶理由通知に示された本願発明に対する拒絶理

 由は、本願発明は、

   引用文献１：特開昭６２－２９３５８９号公報

   引用文献２：特開昭６１－１２０３９４号公報

 に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許

 法第29条第２項の規定により特許を受けることができない、というものであり、

 またその根拠として、拒絶査定時に以下のような説示がなされています。

 a.  引用文献１の第２頁右上欄１０～１６行には、「各センスアンプ回路に供給

 される切り換え用のタイミング信号φsl 及びφsr によって、いずれか一方のメモ

 リセルアレイのデータ線が対応する列のセンスアンプ回路の単位回路に接続され

 る。これにより実質的にデータ線の寄生容量１／２に減らして読み出し信号を大

 きくする」と記載されていること。

 b.  引用文献２には、悪条件下で誤動作するセンスアンプを検出することにより

 センスアンプのマージン試験を行うことが記載されていること。

 c. 通常動作時にはいずれか一方のメモリセルアレイのデータ線を対応する列の

 センスアンプ回路の単位回路に接続するが、センスアンプのマージン試験時には

 両方のメモリセルアレイのデータ線を対応する列のセンスアンプ回路の単位回路

 に接続することは、引用文献１及び引用文献２から容易に想到できたこと。

 （２）本願発明の構成

  本願発明は、今回同時に提出した平成１２年３月１３日付け手続補正書により

 補正された特許請求の範囲の請求項１及び請求項２の記載に示されており、各請

 求項の発明の構成要件は次の通りです。

 請求項１の発明の構成要件

 1A ：複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）のビット線（ＢＬ、ＢＬＸ）をそれ

 ぞれ共通のセンスアンプ（ＳＡ）に接続可能にするスイッチ（ＳＷ）を備え、通

 常モードでは複数のＤＲＡＭセルアレーのうちで１つのセルアレーのビット線（

 ＢＬ、ＢＬＸ）を選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ）へ接続し、データの読出

 しを行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置であること。
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 1B ：テストモードでは、複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）の各スイッチ（

 ＳＷ）に共通の信号を供給して全部のスイッチ（ＳＷ）をオンにし、共通のセン

 スアンプへ複数のセルアレーのビット線を同時に接続する手段を備えること。

 請求項２の発明の構成要件

 2A ：複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）のビット線（ＢＬ、ＢＬＸ）をそれ

 ぞれ共通のセンスアンプ（ＳＡ）に接続可能にするスイッチ（ＳＷ）を備え、通

 常モードでは複数のＤＲＡＭセルアレーのうちで１つのセルアレーのビット線（

 ＢＬ、ＢＬＸ）を選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ）へ接続し、データの読出

 しを行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置の検査方法であること。

 2B ：テストモードでは、複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）の各スイッチ（

 ＳＷ）に共通の信号を供給して全部のスイッチ（ＳＷ）をオンにし、共通のセン

 スアンプへ複数のセルアレーのビット線を同時に接続して、選択セルの負荷とな

 るビット線の容量を複数倍にすること。

 （３）引用文献の内容

 引用文献１（特開昭６２－２９３５８９号公報）

  引用文献１の第２頁左上欄５～８行には、「情報蓄積用キャパシタの静電容量

 とデータ線の寄生容量との比ＣS ／Ｃ0  の値が小さくなるほど、メモリセルから

 の読み出し信号量は小さくなってしまう。」と記載されている。

  引用文献１の第２頁右上欄１０～１６行には、「各センスアンプ回路に供給さ

 れる切り換え用のタイミング信号φsl 及びφsr によって、いずれか一方のメモリ

 セルアレイのデータ線が対応する列のセンスアンプ回路の単位回路に接続される

 。これにより実質的にデータ線の寄生容量を約１／２に減らして読み出し信号量

 を大きくする」と記載されている。

  図面〔第３図〕と明細書の対応する説明によれば、図面〔第３図〕のたとえば

 左側には、２つのメモリアレイＭ－ＡＲＹＯＬとＭ－ＡＲＹＯＲに対して１つの

 センスアンプ回路ＳＡ０を共有させたシェアドセンスアンプ方式のダイナミック

 型ＲＡＭが開示されており、タイミング信号φsl 及びφsr のいずれを供給するか

 で、メモリアレイＭ－ＡＲＹＯＬとＭ－ＡＲＹＯＲの一方を選択することが記載

 され、特に明細書第２頁左下欄及び右下欄には、カラムスイッチＣＳＷ０とカラ
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 ムアドレスデコーダＣＤＣＲから遠いメモリアレイＭ－ＡＲＹＯＬを読み出す場

 合は、一旦タイミング信号φsl を供給してセンスアンプ回路ＳＡ０のレベルを確

 立した後、タイミング信号φsl 及びφsr の両方を供給して、メモリアレイＭ－Ａ

 ＲＹＯＬのデータ線を対応するメモリアレイＭ－ＡＲＹＯＲのデータ線とカラム

 スイッチＣＳＷ０を介して共通データ線に接続することが記載されている。

 引用文献２（特開昭６１－１２０３９４号公報）

  引用文献２には、差動増幅型センスアンプ回路において、通常動作用の基準電

 圧発生回路のほかに、動作保証限界温度における設計上のマージンにほぼ等しい

 基準電圧を発生するテスト用基準電圧発生回路を設け、製造段階でテスト用基準

 電圧発生回路を用いて室温により差動増幅型センスアンプ回路をテストし、異常

 がなければ通常動作用の基準電圧発生回路を設定するようにしたものが記載され

 ている。

 （４）引用文献の発明と本願発明との比較

  引用文献１には、シェアドセンスアンプ方式のダイナミック型ＲＡＭが開示さ

 れていますが、センスアンプのマージン試験に関する記述は一切ありません。特

 に、１つのセンスアンプ回路ＳＡ０を共有する２つのメモリアレイＭ－ＡＲＹＯ

 ＬとＭ－ＡＲＹＯＲの各データ線が、センスアンプ回路ＳＡ０に同時に接続され

 る場合がありますが、これは通常動作時においてカラムアドレスデコーダＣＤＣ

 Ｒから遠いメモリアレイＭ－ＡＲＹＯＬを読み出す動作時に限られ、しかもセン

 スアンプの読み出し動作レベルが確立した後に行われます。つまり引用文献１に

 は、本願発明のようにセンスアンプに対して悪条件を課するために２つのメモリ

 アレイのデータ線を同時に接続するという発想はなく、むしろこのような悪条件

 を生じないように、センスアンプの読み出し動作レベルが確立した後に行われて

 いるものです。

  また引用文献２には、センスアンプのマージン試験を悪条件下で行うために、

 テスト用基準電圧発生回路を設けた差動増幅型センスアンプ回路が開示されてい

 ますが、シェアドセンスアンプ方式との関連性はなく、テスト時に、１つのセン

 スアンプ回路を共有する２つのメモリアレイのデータ線を同時に接続することを

 示唆するような記述は一切ありません。
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  したがって、引用文献１，２の記載はいずれも本願発明とは関係がないもので

 あり、またこれらの引用文献に開示されている内容を組み合わせること自体は困

 難なことでありますが、たとえ組み合わせたとしても本願発明を構成することは

 できないものです。 

 （５）むすび

  以上により、本願請求項１及び請求項２の発明は、当業者が引用文献１，２に

 記載された発明から容易に想到できたものということは出来ませんので、再度ご

 審査下さいますようお願い致します。

                               以上。
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 【書類名】   明細書

 【発明の名称】 半導体記憶装置およびその検査方法

 【特許請求の範囲】

   【請求項１】 複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ） のビット線（ＢＬ、Ｂ

 ＬＸ）をそれぞれ共通のセンスアンプ（ＳＡ）に接続可能にするスイッチ（ＳＷ

 ）を備え、通常モードでは複数のＤＲＡＭセルアレーのうちで１つのセルアレー

 のビット線（ＢＬ、ＢＬＸ）を 選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ）へ接続し、

 データの読出しを行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置であって、

  テストモードでは、 複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）の各スイッチ（ＳＷ

 ）に共通の信号を供給して全部のスイッチ（ＳＷ） をオンにし、共通のセンスア

 ンプへ複数のセルアレーのビット線を 同時に 接続する手段を備えることを特徴と

 する半導体記憶装置。

   【請求項２】 複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ） のビット線（ＢＬ、Ｂ

 ＬＸ）をそれぞれ共通のセンスアンプ（ＳＡ）に接続可能にするスイッチ（ＳＷ

 ）を備え、通常モードでは複数のＤＲＡＭセルアレーのうちで１つのセルアレー

 のビット線（ＢＬ、ＢＬＸ） を選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ） へ接続し、

 データの読出しを行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置の検査方法

 であって、

  テストモードでは、 複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）の各スイッチ（ＳＷ

 ）に共通の信号を供給して全部のスイッチ（ＳＷ） をオンにし、共通のセンスア

 ンプへ複数のセルアレーのビット線を同時に接続して、選択セルの負荷となるビ

 ット線の容量を複数倍にすることを特徴とする半導体記憶装置の検査方法。

 【発明の詳細な説明】

    【０００１】

   【産業上の利用分野】

  本発明は、半導体記憶装置の検査方法及びそれを可能にする半導体記憶装置に

 関する。

    【０００２】

  半導体記憶装置の高集積化が進むにつれ、製造したメモリチップの検査に要す
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 る時間は爆発的に増大する傾向になる。この理由はビット数の増大に対してメモ

 リの動作速度はそれほど高速化されていないため、「ビット当たりの動作時間×

 ビット数×検査パターンで決まる係数÷並列同時検査ビット数」で決まる検査時

 間が増大するためである。このためチップに占める検査のコストが増大する傾向

 があり、問題になっている。

    【０００３】

  検査で摘発、排除するのは明確に不良を示すビットであるが、これ以外にも除

 去しなければならず更に時間がかかるのは、条件によって不良になったり良にな

 ったりする、動作が不安定なビットである。これを除外する検査は、１ビット当

 たりに充分な時間をかけられない状況では極めて難しい。本発明はこのような不

 安定なビットの検出と除外を高速に行う半導体記憶装置とその検査方法に係るも

 のである。

    【０００４】

   【従来の技術】

  従来、ＤＲＡＭ（ダイナミックＲＡＭ）の検査において不安定ビットを検出す

 る方法は、何らかの方法でメモリセルの電荷量を減少させ、これによってセルの

 出力電圧を規定の値よりも強制的に低くする方法である。強制的に低くすること

 で、セルのキャパシタ容量が何らかの異常によって少いセル、ｐｎ接合やトラン

 ジスタがリークしやすく電荷が早く減少してしまうセル、センスアンプが何らか

 の異常で感度を悪くしている場合に起こるエラーをより起こしやすい状況にし、

 通常の検査サイクルで、良となってしまうものを正しく不良として検出する。具

 体的にはＤＲＡＭセルのセルプレート（蓄積キャパシタの対向電極板）の電圧を

 書き込み時と読出時で異なった値にし、これによって蓄積された電荷量を変調す

 る。

    【０００５】

  例えばデータ“１”を書き込み、あとで読み出す場合を考えると、書き込み時

 に対して読出時のセルプレート電圧を低くすれば、蓄積電荷量は見掛け上少なく

 なる。こうしてデータ“１”の出力電圧を強制的に下げることができる。具体例

 で説明すると、セルプレートの電圧ＶCP を２．５Ｖにし、ビット線電圧ＶBL を５
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 Ｖにして書込みを行なうと、セル電圧ＶC ＝ＶBL－ＶCP ＝２．５Ｖ、蓄積された

 電荷Ｑはこれにセル容量Ｃを乗じたものである。かかるセルをＶCP ＝１．５Ｖに

 して読出すとＶBL＝ＶCP＋ＶC  ＝４Ｖになり、ＶCP ＝２．５Ｖで読出す通常読出

 しのＶBL ＝５Ｖに比べて１Ｖの低下になる。

    【０００６】

  この方法により、たとえば電荷保持特性が悪いセルでは“１”レベル書き込み

 後セル内で電荷量が下がってくるが、セル出力電圧を強制的に下げることにより

 この“１”レベルの低下を顕著にすることができ、不安定セルを不良セルとして

 検出できる。

    【０００７】

  このようにセルプレート電圧を読み出し時に下げる方法で“１”レベルの不安

 定なセルは検出できるが、“０”レベルの不安定なセルに対しては逆にセルプレ

 ート電圧を書き込み時に対して読出時に高くする必要がある。一般的にセル内の

 ｐｎ接合リークが原因の場合は“１”レベルの低下だけが起こり“０”レベルの

 変調はないので、蓄積電極とキャパシタのことだけを考えればセルプレート電圧

 を読出時に下げる方法だけ行えば良い。しかし、ビット線とワード線が短絡しか

 かっているようなセルではむしろ“０”レベルの変調によって不良ビットとなる

 。つまり選択セルが“０”を保持しており、これを読み出したときにワード線と

 ビット線が短絡していると、ビット線電圧はワード線を通じて高レベル側に引か

 れ、あたかも“１”を読んだように判定されるために不良となる。

    【０００８】

  つまり、“１”に対しても“０”に対してもセルのリーク（簡単に判別できる

 明らかな短絡故障ではなく、高抵抗を介して電流リークがある不安定動作するこ

 とを指す）のないことを保障するには、セルプレート電圧の変調を“１”に対し

 てと“０”に対しての両方、従って二度検査をしなければならない。さもなけれ

 ば、たとえばビット線とワード線の間のリークが決して起こらない安全な製造プ

 ロセスを用いなければならず、このような場合一般的にメモリセルの寸法を大き

 くしてでも製造が容易なものにしなければならず、結果的にチップ寸法が大きく

 なって製造コストが増す。また、もしも検査を二度やるとすれば検査コストが増
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 すことになる。

    【０００９】

   【発明が解決しようとする課題】

  従来の不安定動作ビット検出方法（スクリーニングと称する）では、上記のよ

 うにデータ“１”に対する不安定性（蓄積電極およびキャパシタ関係のリーク）

 とデータ“０”に対する不安定性（ビット線とワード線間のリーク）はそれぞれ

 セルの出力電圧を小さくする特殊な動作を読出と書込が交互に行われる「マ－チ

 」などのデータパターンでは各サイクルごとにセルプレート電圧を変化させねば

 ならない。ところがセルプレートの電圧変化は最小動作サイクル時間に追従する

 ほど高速には変化できない（セルプレート容量が大きいため）。このため検査時

 間が長くかかることが問題だった。

    【００１０】

  本発明はセンスアンプの付属回路の駆動法の工夫により、セルプレート電圧を

 変化させることなくデータの“０”と“１”の両方に対して同時にセル出力電圧

 を強制的に減少させ、検査が高速に行われるようにして検査時間の倍増を防ぐこ

 とを目的とするものである。

    【００１１】

   【課題を解決するための手段】

  上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を有する。

 （１）複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）のビット線（ＢＬ、ＢＬＸ）をそれ

 ぞれ共通のセンスアンプ（ＳＡ）に接続可能にするスイッチ（ＳＷ）を備え、通

 常モードでは複数のＤＲＡＭセルアレーのうちで１つのセルアレーのビット線（

 ＢＬ、ＢＬＸ）を選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ）へ接続し、データの読出

 しを行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置であって、 テストモー

 ドでは、複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）の各スイッチ（ＳＷ）に共通の信

 号を供給して全部のスイッチ（ＳＷ）をオンにし、共通のセンスアンプへ複数の

 セルアレーのビット線を同時に接続する手段を備える構成。

 （２）複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）のビット線（ＢＬ、ＢＬＸ）をそれ

 ぞれ共通のセンスアンプ（ＳＡ）に接続可能にするスイッチ（ＳＷ）を備え、通
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 常モードでは複数のＤＲＡＭセルアレーのうちで１つのセルアレーのビット線（

 ＢＬ、ＢＬＸ）を選択して共通のセンスアンプ（ＳＡ）へ接続し、データの読出

 しを行なうシェアドセンスアンプ構成の半導体記憶装置の検査方法であって、

  テストモードでは、複数のＤＲＡＭセルアレー（ＣＡＲ）の各スイッチ（ＳＷ

 ）に共通の信号を供給して全部のスイッチ（ＳＷ）をオンにし、共通のセンスア

 ンプへ複数のセルアレーのビット線を同時に接続して、選択セルの負荷となるビ

 ット線の容量を複数倍にする構成。

    【００１２】

  図１は、本発明の原理図である。ここでＳＡはセンスアンプであり、ＳＷ１，

 ＳＷ２，ＳＷ３，ＳＷ４はスイッチである。ＳＷ１とＳＷ２は同時に駆動され、

 ＳＷ３とＳＷ４は同時に駆動される。スイッチの切替えにより、センスアンプＳ

 Ａはセルアレーのメモリセルがビットセンスアンプに与える、ビット線ＢＬ１，

 ＢＬ１Ｘ上の差電圧もしくはＢＬ２，ＢＬ２Ｘ上の差電圧のいずれかを増幅する

 。通常のメモリ動作では、スイッチＳＷ１，ＳＷ２がオンのときはスイッチＳＷ

 ３，ＳＷ４はオフであり、スイッチＳＷ１，ＳＷ２がオフのときはスイッチＳＷ

 ３，ＳＷ４はオンになる関係にあるため、一つのセンスアンプが二つのビット線

 組に利用できる。このためセンスアンプの数を減らすことができてチップ寸法を

 小さくできるメリットがある。これはいわゆるシェアドセンスアンプ方式である

 。本発明では、この通常動作でのスイッチ動作に対して、スクリーニングを行う

 テストモードではスイッチＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３，ＳＷ４のすべてを同時に導

 通させる。図１（ｂ）はこの様子を示す。なおセル選択は片方のセルアレーに対

 してだけである。

    【００１３】

   【作用】

  シェアドセンスアンプ方式のメモリで、センスアンプの両側のセルアレーＣＡ

 Ｒ１，ＣＡＲ２のビット線ＢＬ１とＢＬ１Ｘ，ＢＬ２とＢＬ２Ｘに対するスイッ

 チＳＷ１とＳＷ２，ＳＷ３とＳＷ４を同時にオンにすると、ビット線容量が通常

 動作したときの２倍になり、セル出力電圧が減少する。

    【００１４】
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  メモリセルの蓄積容量をＣS  、ビット線容量をＣb  、センスアンプ入力容量を

Ｃa  、とすると、通常動作時にはセルがビット線に与える出力電圧ΔＶは

  ΔＶ＝｛ＣS ／（Ｃb ＋Ｃa ＋ＣS  ）｝×（Ｖd －Ｖp ）

  で与えられる。ここでＶd  は記憶データに対応したセル内の蓄積電圧であり、

Ｖp  はビット線のプリチャージ電圧（読出時にビット線がフローティング状態に

 あるときの電圧）である。本発明のテストモードでは、シェアドセンスアンプの

 切替えスイッチをすべて導通させるためＣb  は通常動作時の倍の値になり、出力

 電圧ΔＶtestは、

  ΔＶtest＝｛ＣS  ／（２Ｃb ＋Ｃa ＋ＣS  ）｝×（Ｖd －Ｖp ）

 になる。Ｃb ／ＣS  は通常Ｃレシオと呼ばれ、１０前後の値をとる。仮にここで

 この値を１０とし、センスアンプ容量をＣb  の２０％とすると、通常の動作では

、

  ΔＶ＝（１／１３）×（Ｖd －Ｖp  ）＝０．０７７０×（Ｖd －Ｖp ）

 であり、テストモードでは

  ΔＶtest＝（１／２３）×（Ｖd －Ｖp  ）＝０．０４３５×（Ｖd －Ｖp ）

 となってセルの出力電圧は小さくできる。

    【００１５】

  ここで注目すべきは、上記式の中にセル内の蓄積電圧Ｖd  が入っており、セル

 内の記憶データの“０”，“１”の両方に対してセル出力電圧を減少できること

 である。これにより、実動作時に誤動作を起こす可能性が高い、出力信号が微弱

 なセルまたは感度の悪いセンスアンプを探知することができる。

    【００１６】

   【実施例】

  図２に本発明の実施例を示す。ビット線を切り換えるスイッチＳＷ１～ＳＷ４

 にＭＯＳＦＥＴを用い、そのゲート電圧をクロックＢＴで制御してスイッチ作用

 をさせる。図２（ａ）はクロックＢＴ２の発生回路を示す。図示省略されている

 が、クロックＢＴ１の発生回路も同様である。図示のようにクロックＢＴ２の発

 生回路は、ＲＡＳ（ローアドレスストローブ）クロック発生回路ＣＧＥＮ、ＤＬ

 Ｙ、ナンドゲートＧ１、デコーダＤＥＣ、ナンドゲートＧ２、インバータＩ２、
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 Ｉ３で構成される。またデコーダＤＥＣは、セルアレーアドレスの各ビットＡ，

 Ｂ，……が入力するｎチャネルＭＯＳトランジスタＱ２、Ｑ３、……、ナンドゲ

 ートＧ１の出力を受けるｐチャネルＭＯＳトランジスタＱ１、インバータＩ１、

 この出力を受けるｐチャネルＭＯＳトランジスタＱ５を備える。また図２（ｂ）

 でＱa ～Ｑd  はセンスアンプを構成するＭＯＳトランジスタ、ＳＡＤＬはセンス

 アンプ駆動線で、センスイネーブル用のクロックφS  ，φS  Ｘを受けるトランジ

 スタＱg ，Ｑh  により一方は電源Ｖcc へ、他方はグランドへ接続される。またＣ

 ＳＬはコラム選択線で、ビット線ＢＬ，ＢＬＸをデータバスＤＢ，ＤＢＸへ接続

 するＭＯＳトランジスタＱe ，Ｑf  をオン、オフする。メモリセルはトランスフ

 ァゲート用のＭＯＳトランジスタとキャパシタからなる１トランジスタ１キャパ

 シタ型で、このキャパシタはＭＯＳ型ではなく、両電極がポリシリコンの通常タ

 イプ（メタル、誘電体、メタルのタイプ）である。

    【００１７】

  通常のリード／ライトは既知の通りで、セルアレー１のメモリセルをリードす

 るなら、セルアレー１のワード線ＷＬを選択して、プリチャージしておいたビッ

 ト線へ選択セルを接続し、これでビット線ＢＬ１とＢＬ１Ｘとの間に差を付け、

 またクロックＢＴ２をＬにしてスイッチＳＷ３，ＳＷ４を開き、ビット線ＢＬ１

 ，ＢＬ１Ｘをセンスアンプへ接続しビット線ＢＬ２，ＢＬ２Ｘは切離して、上記

 差を拡大する。次いでコラム選択線ＣＳＬをＨレベルにしてトランジスタＱe ，

Ｑf  をオンにし、選択したビット線の電位をデータバスＤＢ、ＤＢＸへ伝える。

 セルアレー２側のメモリセルを読出す場合も同様で、唯、この場合はクロックＢ

 Ｔ１をＬにしてビット線ＢＬ１，ＢＬ１Ｘをセンスアンプから切離し、ビット線

 ＢＬ２，ＢＬ２Ｘをセンスアンプへ接続する。

    【００１８】

  テストモード信号ＳＴＸは通常モードではＨレベルで、従ってゲートＧ2  は開

 いており、クロックＢＴ２はデコーダＤＥＣ出力に従う。テストモードでは信号

 ＳＴＸはＬレベルで、従ってナンドゲートＧ２の出力はデコーダＤＥＣの出力が

 何であってもＨ、従って信号ＢＴ２はＨである。図示されていないクロックＢＴ

 １発生回路でも同様で、テストモードではクロックＢＴ１をＨにする。従ってセ
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 ンスアンプの両側のスイッチＳＷ１～ＳＷ４が閉じ、ビット線長は通常の２倍に

 なる。セル選択（ワード線選択）を行なうのはテストモードでも、両側のセルア

 レーのうちの一方だけである。これにより前述にようにセル記憶データが“１”

 でも“０”でも出力電圧ΔＶtestが小さくなる。

    【００１９】

  図２（ａ）の動作を詳細に説明すると、ＲＡＳＸクロックはチップ外部より与

 えられるＲＡＳバークロックによりクロック発生回路ＣＧＥＮが作ったチップ内

 クロックで、波形としてはＲＡＳバーと同じであり、通常はＨレベル、アクセル

 時にＬになる。ＲＡＳＸがＨで、しかもＨになってから充分時間が経過していれ

 ば、遅延回路ＤＬＹの出力はＨ、従ってナンドゲートＧ１の出力はＬになる。Ｒ

 ＡＳＸがＬになるとナンドゲートＧ１の出力はＨになり、そしてＲＡＳＸがＬか

 らＨに戻ると、遅延回路ＤＬＹの遅延時間τ後にナンドゲートＧ１の出力はＬに

 戻る。即ちナンドゲートＧ１の出力がＨからＬに戻るのはτだけ遅れる。これは

 ローアドレスのリセット（デコーダＤＥＣの解除）を最後に行なうためである。

    【００２０】

  ナンドゲートＧ１の出力がＬであると、ｐチャネルＭＯＳトランジスタＱ１は

 オン、インバータＩ１の入力はＨ、従って出力はＬ、ラッチ用のｐチャネルＭＯ

 ＳトランジスタＱ５はオンになる。これでデコーダはプリチャージされる。ナン

 ドゲートＧ１の出力がＨになるとＱ１はオフ、そしてアドレスによりＱ２，Ｑ３

 ，……が全てオンになると（セルアレー１が選択されると）インバータＩ１の入

 力はＬになり、出力はＨ、通常読出しではＳＴＸはＨであるからＧ２の出力はＬ

 、ＢＴ２はＬ、従ってスイッチＳＷ３，ＳＷ４をオフにする。この図２（ａ）の

 回路は、テストモード時に選択セルアレーの反対側のセルアレーのスイッチ（セ

 ルアレー１が選択セルアレーなら、スイッチＳＷ３とＳＷ４）を開く機能を持つ

。

    【００２１】

  テストモード信号ＳＴＸは、チップにテスト端子を設けて該端子に信号を与え

 たときＬレベルになるようにする、あるいは所謂ＷＣＢＲモードによるテストモ

 ードへのエントリ、または特定のアドレスコードを用いたテストモードへのエン
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 トリ手段によりＬレベルになるようにする。

    【００２２】

   【発明の効果】

  以上説明したように、本発明ではテストモードでビット線容量を強制的に倍増

 させることでセル出力信号電圧を低下させているので、データの“０”にも“１

 ”にも同時に効果がある。従ってメモリセル内のキャパシタのリークによる不安

 定動作とビット線とワード線の短絡による不安定動作の検出が同時にできる。ま

 た、書込と読出サイクルのそれぞれでセルプレート電圧を変える操作が不要であ

 る。

    【００２３】

  このためテスト時間の短縮ができる。

 【図面の簡単な説明】

   【図１】                              

  本発明の原理図である。

   【図２】                              

  本発明の実施例を示す回路図である。

   【符号の説明】

  ＣＡＲ       セルアレー

  ＢＬ、ＢＬＸ    ビット線

  ＳＷ        スイッチ

  ＳＡ        センスアンプ
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   特許出願の番号            平成 ２年  特許願  第４１０６６８号        

   起案日                    平成１２年 ５月１６日                      

   特許庁審査官              江口 能弘                ８１２５  ５Ｌ００

   発明の名称                半導体記憶装置およびその検査方法            

   請求項の数                  ２                                      

  特許出願人                富士通株式会社                              

   代理人                    長谷川 文廣                  （外 １名）  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

  この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定する。

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                                                        

  部長          審査長        審査官        審査官補        分類確定官  

                 江口 能弘     江口 能弘                     高瀬 勤    

                ８１２５      ８１２５                      ９０６９    
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                               続 葉      

                                                                        

                                                                        

 １．出願種別                通常                                        

 ２．参考文献                有                                          

 ３．特許法第３０条適用      無                                          

 ４．発明の名称の変更        無                                          

                                                                        

 ５．国際特許分類（ＩＰＣ）                                              

                                                                        

                              Ｇ１１Ｃ ２９／００   ６７１Ｍ       

                                                                        

                                                                        

 ６．併記特許分類                                                        

                                                                        

   版コード      ４                                                      

                                                                        

                                                                        

 ７．菌寄託                                                              

                                                                        

                                                                        

 ８．分割・変更の遡及を認めない旨の表示                                  
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   特許出願の番号            平成 ２年  特許願  第４１０６６８号        

                                                                        

                                                                        

 １．調査した分野（ＩＰＣ第７版，ＤＢ名）                                

                                                                        

   Ｇ１１Ｃ ２９／００                                                  

                                                                        

                                                                        

 ２．参考特許文献                                                        

                                                                        

   特開平３－１３７８８９                              （ＪＰ，Ａ）      

   特開昭６２－２９３５８９                            （ＪＰ，Ａ）      

   特開昭６１－１２０３９４                            （ＪＰ，Ａ）      

                                                                        

                                                                        

 ３．参考図書雑誌                                                        
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